
 

平成 25年 11 月 7 日 

 

各 位 

 

会社名： 株式会社エスティック 

代表者： 代表取締役社長 鈴木 弘 

(コード番号：6161 東証マザーズ) 

問合せ先： 常務取締役管理本部長 伊勢嶋 勇 

 (TEL06-6993-8855) 

 

会社名： 弘鈴興産株式会社 

代表者： 代表取締役 鈴木 弘英 

 

主要株主の異動(予定)及び弘鈴興産株式会社による 

当社株式(証券コード 6161)の取得に関するお知らせ 

 

平成 25年 11 月７日付で当社の主要株主に下記のとおり異動が生じる予定となりましたの

で、お知らせいたします。 

また、弘鈴興産株式会社は、当社株式を別添のとおり取得することを決定いたしましたので、お知

らせいたします。 

 

 

本資料は、株式会社エスティックによる有価証券上場規程に基づく開示であるとともに、弘鈴興産

株式会社(株式取得者)が当社(本買集め行為の対象会社)に行った要請に基づき、金融商品取引法施

行令第 30 条第１項第４号に基づいて行う公表を兼ねております。 

 

 

記 

 

１． 異動が生じる経緯 

平成 25年 11月７日に当社の主要株主である鈴木弘(当社代表取締役社長)より、平成25年 11

月７日の東京証券取引所における市場内立会外取引(ToSTNeT)において、保有する当社株式を

弘鈴興産株式会社に売却する予定である旨の報告を受けました。これにより、当社の主要株主

の異動が生じることになります。なお、弘鈴興産株式会社は、当社代表取締役社長である鈴木

弘の親族が株式を保有する資産管理会社であるとの報告を受けております。 

 

２． 異動する株主の概要 

(1) 主要株主である株主の概要 

① 氏 名 鈴木 弘 

② 住 所 大阪府豊中市 

③ 当社との関係 代表取締役社長 

 

  



(2) 新たに主要株主に該当することとなる株主の概要 

① 名 称 弘鈴興産株式会社 

② 所 在 地 大阪府大阪市 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 鈴木 弘英 

④ 事 業 内 容 1. 有価証券の運用 

2. 不動産管理 

3. 前各号に附帯関連する一切の業務 

⑤ 資 本 金 30 万円 

 

３．当該主要株主の所有する議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の数に対する割合 

(1)鈴木 弘 

 議決権の数 

(所有株式数) 

総株主の議決権の

数に対する割合 
大株主順位 

異動前 

(平成 25 年 11 月６日現在) 

4,674 個 

(467,400 株) 
34.38％ 第１位 

異動後 

(平成 25 年 11 月７日予定) 

2,474 個 

(247,400 株) 
18.20％ 第１位 

 

(2)弘鈴興産株式会社  

 議決権の数 

(所有株式数) 

総株主の議決権の

数に対する割合 
大株主順位 

異動前 

(平成 25 年 11 月６日現在) 

－個 

(－株) 
－％ － 

異動後 

(平成 25 年 11 月７日予定) 

2,200 個 

(220,000 株) 
16.18％ 第２位 

(注) 1.総株主の議決権の数に対する割合は、平成 25 年９月 20 日現在の発行済株式総数

1,471,000 株から議決権を有しない株式数 111,300 株を控除した総株主の議決権の数

13,597 個を基準に算出しております。 

2.総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

3.異動前後の大株主順位につきましては、平成 25 年９月 20 日現在の株主名簿の順位(自

己株式を除く)に基づき当社において想定したものです。 

 

４．異動予定年月日 

平成 25 年 11 月７日 

 

５．今後の見通し 

弘鈴興産株式会社は、当社代表取締役社長である鈴木弘の親族が株式を保有する資産管理会社

であり、安定株主として長期保有する予定である旨の報告を受けております。 

なお、本件異動による当社の経営体制及び業績等への影響はありません。 

 

 

以上 

  



別添 

 

平成 25年 11 月７日 

 

各 位 

 

会社名： 弘鈴興産株式会社 

代表者： 代表取締役 鈴木 弘英 

問合せ先： 株式会社エスティック 

 常務取締役管理本部長 伊勢嶋 勇 

 (TEL06-6993-8855) 

 

 

 

株式の取得に関するお知らせ 

 

 

 

当社は、長期安定保有を目的として株式会社エスティックの株式の取得について本日決定

し、平成 25年 11 月７日付で本件取得を行う予定であります。 

なお、本件取得は金融商品取引法第 167 条第１項及び同法施行令第 31条に規定する「公開

買付に準ずる行為として政令で定める買集め行為」に該当いたしますので、下記のとおりお

知らせ申し上げます。 

 

 

記 

 

 

取得に係る事項の内容 

１．銘柄コード    6161 

２．銘柄名     株式会社エスティック 

３．取得株式数    220,000株 

４．総株主の議決権の数に対する割合  16.18％ 

 

以上 


